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第６章    再犯防止を推進するための取組 

（岩国市再犯防止推進計画） 
 

１ 計画の背景 

全国の刑法犯の認知件数は平成 14（2002）年をピークとして減少傾向にあり、平

成 28（2016）年には、戦後最少の約 100万件となる一方で、検挙人員に占める再

犯者の比率（再犯者率）は約 50％に及ぶなど、安全で安心して暮らせる地域社会の実

現に向けて「再犯」を防止することが重要な課題となっています。 

こうした中、国では、平成 28（2016）年 12月に「再犯の防止等の推進に関する

法律」（以下「再犯防止推進法」という。）が施行され、都道府県及び市町村に国との

適切な役割分担を踏まえ、地域の実情に応じた再犯の防止等の施策の策定と実施の責

務を有することが明示されるとともに、地方再犯防止推進計画の策定が努力義務とさ

れました。 

また、山口県では平成 31（2019）年 3 月に安心・安全な県づくりと犯罪をした

人等も包摂した地域共生社会の実現に向け、県が取り組む再犯防止の施策の方向性を

明らかにするため、「山口県再犯防止推進計画」を策定しています。 

本市においても、「岩国市再犯防止推進計画」を策定し、犯罪をした人等の円滑な社会

復帰を支援する施策を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪をした人等が社会の一

員として復帰することができるようにし、全ての市民が犯罪による被害を受けることの

ない、だれもが住み慣れたまちで安全で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 

 

２ 計画の趣旨 

犯罪や非行をした人たちの中には、生きづらさを抱え、社会の中で孤立している人

や、高齢者や障害のある人など福祉による支援や配慮が必要な人など、様々な困難や

課題を抱えている人が多くいます。 

そのような中で、犯罪や非行から立ち直ろうとしても、安定的な仕事や住居を確保

することができず生活が不安定になってしまうことや、地域社会とつながることがで

きないまま孤立してしまうこと、また行政からの必要な支援を受けるための情報を得

られないことなどにより、社会復帰ができずに再び罪を犯してしまう人も少なくあり

ません。 
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市民アンケート調査、民生委員・児童委員アンケート調査の結果では、再犯防止推

進法の認知度が低い状況となっています。 

犯罪や非行から立ち直ろうとする人への理解を深め、また、市内で更生支援のため

に取り組んでいる民間協力者等との連携と支援を促進し、立ち直りをしようとする人

に必要な支援をつなげていくことで、犯罪のない安全な地域社会を作ることを推進し

ていく必要があります。 

私たちが暮らす地域には、さまざまな人が暮らしています。犯罪をした人等に限ら

ず、すべての市民が、地域で孤立することなく、地域社会の一員として共に生き、支

え合う社会の実現を図ることが大切です。 

なおこの計画は、再犯防止推進法第８条第 1 項に定める地方再犯防止推進計画とし

て策定するものであり、地域福祉計画と一体的に策定していることから、計画期間は

令和３（2021）年度から令和８（2026）年度までの 6 年間とします。 

 

 

再犯防止推進法の認知度について【民生委員アンケート】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

言葉も内容も知っている 言葉だけは知っている 知らない 無回答

回答者数 =

　 334 10.5 52.7 35.6 1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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３ 再犯防止をとりまく状況について 

（１）刑法犯認知件数の推移 

本市の刑法犯認知件数は、平成12（2000）年に増加したものの、平成13（2001）

年以降減少傾向となっていましたが、令和元（2019）年では増加に転じ567件となっ

ています。 

岩国市における刑法犯認知件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：山口県統計年鑑 
 

（２）全国検挙人員、再犯者率の推移 

全国の検挙人員は、年々減少しており、令和元（2019）年で192,607人となって

います。また、再犯者率は増加傾向となっており、令和元（2019）年で48.8％となっ

ています。 

全国検挙人員、再犯者率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２（2020）年版 犯罪白書 

※犯罪白書は警察庁の統計による。 

※「再犯者」は、刑法犯により検挙された者のうち、前に道路交通法違反を除く

犯罪により検挙されたことがあり、再び検挙された者をいう。 

※「再犯者率」は、刑法犯検挙人員に占める再犯者の人員の比率をいう。  
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４ 課題及び今後の方向性 

基本目標１ 就労・住居の確保のための取組 

【現状・課題】 

国の再犯防止推進計画（以下「国計画」という。）では、刑務所に再び入所した人の

うち約７割が、再犯時に無職であった者となっています。また、仕事に就いていない

者の再犯率は、仕事に就いている者の再犯率と比べて約３倍と高く、不安定な就労が

再犯に結び付きやすいことが明らかになっています。 

さらに、刑事施設を満期で出所した者のうち約５割が適当な住居が確保されないま

ま刑務所を出所していることや、これらの者の再犯に至るまでの期間が、出所後の住

居が確保されている者と比較して短いことが明らかとなっています。 

再犯防止に対する支援についての民生委員・児童委員アンケート調査によると、罪

を犯した人が更生して地域で生活する場合に必要な支援について、「就労支援」が

85.6％と最も高く、「住まいの確保」が 69.2％となっています。また同様に市民アン

ケートでも、「就労支援」が 59.5％と最も高く、「住まいの確保」が 36.9％となって

います。 

生活の安定のためのハローワーク等との連携による就労の確保や、地域社会におけ

る適切な住居の確保は再犯防止に向けた重要な課題です。 

 

罪を犯した人が更生して地域で生活する場合に必要な支援について【民生委員アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 334 ％
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その他
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【市が取り組むこと】 

○非行少年や刑務所出所者等に対し、社会福祉協議会等の専門機関と連携した就労支

援を行うとともに、精神的な不安や悩みを抱えた若者への就業的自立の為の相談支

援に努めます。 

○企業等に対して、矯正施設出所者等の雇用や、自立及び社会復帰に協力する「新た

な協力雇用主」の確保に向けた制度等の広報を行います。 

○地域社会において安定した生活を送るため、養護老人ホーム入所への相談や入所措

置、市営住宅等の入居に関する情報提供など、定住先の確保の支援を行います。 

○保護観察対象者の市営住宅の入居条件緩和や、矯正施設出所者の市営住宅への優先

入居については、国や山口県からの通知を踏まえ検討します。 

○市の建設工事競争入札参加資格審査において、協力雇用主に対する優遇制度につい

ては、入札本来の目的に留意し、今後制度の内容を調査・研究していきます。 

○刑務所出所者等が市の会計年度任用職員として雇用の申し込みをされた場合、地方

公務員法の規定に基づいた選考のうえ、業務可能な部署に応じた採用を行います。 

 

 

【関係機関の取組に対する協力・支援】 

岩国刑務所、山口保護観察所 

  保護観察対象者への就労支援として、受刑者が出所後にスムーズに社会復帰ができ

るよう、ハローワーク職員による職業相談、職業紹介、職業講話等を実施します。 

岩国刑務所 

職業訓練として、受刑者に対し、職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又

は職業に必要な知識や技能を習得させるための訓練を行います。 

また、改善指導として、受刑者に自己の犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培

わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させることを目的と

した指導を行います。 
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基本目標２ 保健医療・福祉サービスの利用支援 

【現状・課題】 

国計画では、高齢者（65 歳以上の者）が出所後２年以内に刑務所に再び入所する割

合は、全世代の中で最も高いほか、出所後５年以内に再び刑務所に入所した高齢者の

うち約４割の者が、出所後６か月未満という極めて短期間で再犯に至っています。ま

た、知的障害のある受刑者についても、全般的に、再犯に至るまでの期間が短いこと

が明らかとなっています。 

再犯防止に対する支援についての民生委員・児童委員アンケート調査によると、罪

を犯した人が更生して地域で生活する場合に必要な支援について、「罪を犯した人に対

する支援ネットワーク（病院・学校・福祉施設や民間団体等）」が 48.2％、「経済的支

援」が 56.0％となっています。また同じく市民アンケートでも、「罪を犯した人に対

する支援ネットワーク（病院・学校・福祉施設や民間団体等）」が 34.0％、「経済的支

援」が 24.1％となっています。 

高齢化が進んでいく現状の中で高齢者の再犯者も増加しており、一人暮らしや、地

域で孤立しており福祉的な支援に繋がっていないなど、行政や地域の支援が必要と思

われる人に対して、保健医療・福祉サービスなどの必要な支援に結び付けることが必

要です。 

また、高齢者や障害がある人等の再犯者は、再犯に至るまでの期間が短いことが明

らかとなっており、出所後の福祉関係機関が連携した取組や、起訴猶予者等について

も必要な福祉的支援に結び付けることが重要です。 

高齢者や障害がある人等、適切な支援がなければ自立した社会生活を送ることが困

難な人に対しては、円滑な社会復帰や再犯の防止に向け、保健医療・福祉サービスに

よる支援に取り組むことが重要です。 

 

 

【市が取り組むこと】 

○高齢者や障害のある人等が必要とする福祉サービスにつながるように、地域包括支

援センターや障害者基幹相談支援センターなどによる相談事業及び権利擁護の支

援、制度等の情報提供を行い、サービスの利用につなげます。 

○刑務所受刑者に対し、岩国刑務所の実施する「社会復帰支援指導」に協力し、出所

後の各種福祉の制度に関する講師の派遣を行います。 
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【関係機関の取組に対する協力・支援】 

山口保護観察所、岩国刑務所 

 特別調整として、受刑者が釈放された後、速やかに公共の衛生福祉に関する機関、その

他の機関による必要な介護、医療、年金、その他の各種サービスを受けることができるよ

う、出所後の生活環境の調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更生保護マスコットキャラクターの「更生ペンギン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホゴちゃん      サラちゃん 
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基本目標３ 学校等と連携した修学支援及び非行の防止 

【現状・課題】 

非行の背景には、規範意識の低下、人間関係の希薄化、家庭環境の変化、貧困や格

差の問題、虐待や発達課題、有害環境等、児童生徒を取り巻く様々な課題が複雑に絡

み合っていると考えられます。 

また、背景の一つには、自尊感情の低下ということも考えられ、生きていくうえで

「自分は大切な存在だ」という自尊感情を高めることが大切です。それは他の人も自

分と同じ大切な存在と考えることにもつながり、差別を許さない人権感覚をはぐくむ

ことにもなります。このことから、将来を担う少年たちの健全育成を図るためには、

非行の未然防止や早期対応につながる取組を充実させるとともに、非行を繰り返さな

いように、少年を取り巻く環境における適切な居場所や公的な支援へのつながりにく

さといった課題を抱える非行少年等が、退学等により居場所を失い、必要な支援から

も遠ざかってしまうことがないようにすることが必要です。 

 

 

【市が取り組むこと】 

○薬物乱用防止、情報モラルに関する教室を関係機関と連携して実施し、市立小中学

校における非行の未然防止のための教育指導を行います。 

○市立小中学校へスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを派遣し、学

校等と連携して児童生徒の状況に応じた修学支援や非行の未然防止に努めます。 

 

【関係機関の取組に対する協力・支援】 

岩国警察署 

管内の小学校・中学校・高等学校と、非行少年等の動静などについて情報を共有

し、非行防止、薬物乱用防止、情報モラルに関する教室への講師派遣を行います。 

山口保護観察所 

 保護司や更生保護女性会と連携して、少年の再非行防止の指導や立ち直りを支援

します。 

山口少年鑑別所（法務少年支援センター山口） 

 地域援助業務として、少年鑑別所の専門的知識を生かし、非行に関する相談対応、

心理検査、研修・講演、出前授業等を実施します。 
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基本目標４ 民間協力者の活動促進と広報・啓発活動の推進 

【現状・課題】 

再犯防止の取組は、更生保護行政を担う国と、住民に身近な県・市町村、保護司等

民間協力者が相互に連携して取組を進めることが重要です。 

国計画によると、地域における再犯の防止等に関する施策の実施は、地域において

犯罪をした者等の指導・支援に当たる保護司や、犯罪をした者等の社会復帰を支援す

るための幅広い活動を行う更生保護女性会をはじめとした、多くの民間ボランティア

の協力により支えられています。また、更生保護法人を始めとする様々な民間団体等

による、犯罪をした者等の自発的な社会復帰に向けた支援活動も行われており、こう

した活動による、地域社会における「息の長い」支援が必要とされています。 

今後も、更生保護ボランティア活動等に対する支援の充実を図るとともに、広報啓

発活動を推進し、犯罪をした人等の地域での立ち直りに対する理解を促進することが

必要です。 

 

【市が取り組むこと】 

○市民の間に、犯罪をした者等の立ち直りを支援する環境を醸成するため、パンフ

レットや市ホームページなどで更生保護ボランティアの活動に関する広報を充実

します。また、人権相談などの際に更生保護サポートセンターを紹介します。 

○社会を明るくする運動（チラシ配布、街頭キャンペーン等）や人権研修における啓

発冊子の配布など、市民が再犯の防止と立ち直りの支援に対する理解を深め、関心

を持つことにつながる広報・啓発を行います。 

○岩国更生保護サポートセンターの運営費補助や岩国保護区保護司会への補助金の

交付など、更生保護活動を行う岩国保護区保護司会の活動に対する支援を行います。 

 

【関係機関の取組に対する協力・支援】 

山口保護観察所 

犯罪予防啓発運動の実施や更生保護ボランティアの活動促進を支援します。 

岩国保護区保護司会、更生保護女性会 

再犯防止、更生保護事業に対する市民の理解を得るための広報、啓発活動を行い

ます。 

岩国刑務所 

 矯正展の開催により、矯正行政への理解促進に努めます。  
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基本目標５ 関係機関・団体等との連携強化 

    地域での再犯防止活動の推進には、関係する機関や団体の連携強化がとても重要です。 

（１）岩国保護区保護司会 

岩国市及び和木町の保護司で組織する団体で、犯罪や非行をした人の立ち直りを担っ

ています。更生保護は、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇すること

により、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちが自立し改善更生することを助

けることで社会を保護し、個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 
 

【活動の取組】 

○「社会を明るくする運動」強調月間（７月）に、地域の関係機関と連携し、各地区

での様々な広報活動をはじめ、年間を通して再犯防止や犯罪被害防止、更生保護活

動に理解を求める取組を行っています。 

○保護司の各種研修を実施し、保護司の処遇活動に対する支援や職務に関して必要な

資料及び情報の収集をしています。 

○行政や更生保護協力団体間の連携および調整をしています。 

○非行や罪を犯した人たちの、立ち直り支援の理解を得るための広報、啓発活動を

行っています。 
 

【活動の拠点】 

岩国更生保護サポ―トセンター（岩国市三笠町） 

山口県岩国総合庁舎内に、保護司の活動拠点として平成 28（2016）年７月に

開所しました。岩国・和木地区内における保護司間の情報交換、研修や他の更生保

護協力団体との連携の場、更生保護活動に関する住民からの問い合わせや、情報提

供の場として活用されています。 
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（２）ＢＢＳ会 

岩国地区には、現在２地区のBBS会があります。「兄」や「姉」のような身近な存在

として、少年たちと一緒に悩み、一緒に学び、一緒に楽しむ青年ボランティア団体で

す。非行少年等の「ともだち」となってその成長や自立を支援しています。 

「岩国地区」 

保護司会と共催で、児童養護施設や里子たちへのカヌー体験教室を行っています。 

「由宇地区」 

地区保護司会や更生保護女性会の事業に積極的に参加しています。 

 

（３）岩国地区更生保護協力事業主会 

事業を営んでいる者の立場から、更生保護に対する理解を深め、罪を犯した人たち

の更生に協力し、犯罪予防活動等の更生保護諸活動を支援していくことを目的にして

平成15（2003）年に設立したボランティア団体です。犯罪や非行の前歴者というハ

ンディを背負った人たちをも温かく迎え入れることの出来る地域社会づくりを推進す

るために、保護司会や関係機関と綿密な連携のもとに保護観察対象者を積極的に雇用

することを目指しています。 

 

（４）岩国更生保護協会 

更生保護事業の進展を図り、犯罪や非行のない明るい社会づくりに寄与することを

目的として活動している昭和48（1973）年に設立したボランティア団体です。会費

や民間篤志家からの寄付により運営し、岩国地区の保護司会や更生保護女性会等の活

動に協力し、助成援助をしています。 
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【由宇地区】 

○平成 18（2006）年の市町村合併を機に

由宇町内での会員 11 名からスタート

し、現在は 24 名で活動しています。 

○「由宇町ボランティア連絡協議会」、「老

いも若きもゆうあいこども食堂」、「由宇

地域協育ネット」などの団体に登録、活

動しています。 

○年間の活動行事は、社会を明るくする運

動、YOU・ゆう・フェスタ、福祉のつど

い、中学校の美化活動に参加し、矯正施

設や保護施設などへの研修視察を行って

います。また、小学校で園芸委員会活動

の授業に参加。花壇作りを通して児童に

寄り添い共に交流を楽しんでいます。 

 

（５）更生保護女性会 

岩国市内には、現在６地区の更生保護女性会があります。犯罪や非行のない明るい

地域社会の実現に寄与する事を目的として、更生保護事業に進んで協力し、だれもが

人として尊重され、心豊かに生きられる明るい社会づくりをめざして活動しているボ

ランティア団体です。活動内容は、犯罪予防活動、子育て支援活動や社会奉仕活動な

ど、幅広い活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【岩国地区】 

○更生保護事業への協力・援助を最重点目標に活動しています。 

○岩国刑務所での行事に多くの会員が係わり、盆踊りや浴衣の着付け指導、運動会

や矯正展への参加・お手伝い等を行っています。 

○青少年健全育成活動への支援として、社会を明るくする運動や薬物乱用防止活動

に積極的に参加しています。 

○子育て支援の一環として、岩国市こども館「にっこり」でのお手伝いや、来館し

たお母さんと子育ての対話の場を設けています。 

【周東地区】 

○社会を明るくする運動の一環として、青少年の非行防止、薬物乱用防止活動等の

啓発を街頭キャンペーン、パレードにて行っています。 

○子育て支援の取組として、「登下校時の見守り、あいさつ運動、読み聞かせ、」

をそれぞれの地域で実施し、子どもたちと家庭、地域、小中学校との連携をとる

活動を行っています。 
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【美和地区】 

○各学校の校門前であいさつ運動を展開しています。小学校は毎月初め、中学校

は学校公開時に実施しています。 

○夏休み中の防犯活動として小中学校の

児童・生徒約300名に、「愛のはがき」

を送っています。小学生の低・中・高学

年、中学生それぞれに工夫を凝らした文

面にして、非行防止と、ケガや事故もな

く無事に２学期を迎えることを願って

会員が手分けして作成し、８月初旬に一

斉に投函しています。 

○保育園と中学校には会員が縫った雑巾を贈り、保育園・小中学校の運動会前に

は除草作業にも協力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【玖珂地区】 

○年間を通し、こどもの館の花壇の環境美化、子どもの見守り、あいさつ運動を

他団体と連携して継続的に行っています。 

○幼稚園や保育園と連携し、園児と花植えの体験活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

○小学校に学習支援ボランティアとして来校し、中・高校生ボランティア活動の支援、

高齢者施設・学校に雑巾等を贈る活動を行っています。 

○社会を明るくする運動では、児童・生徒の作文を募集し優秀作文の発表を行っ

ています。 

 

【本郷地区】 

○小中学校と連携を密にして、児童・生徒の登校の見守りとあいさつ運動をして
います。 

○社会を明るくする運動では、校門前でキャンペーン用品を配布しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛のはがき 
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（６）岩国刑務所（所在地：岩国市錦見） 

岩国刑務所は、中国地方で唯一の女子受刑者専門の刑務所です。 

 

【施設の概要】 

設  置：明治５（1872）年   「岩国監倉」設置 

     大正11（1922）年  「岩国少年刑務所」発足（監獄管制の改正） 

     平成元（1989）年   「岩国刑務所」（女子刑務所）として改組 

収容定員：357名（女子） 

 

【施設の特徴】 

○女子施設としての特性を生かすために、洋裁作業を主力業種として衣服等の縫製及

び手芸によるちりめん細工、サンドブラスト工法によるガラス工芸品としてのロッ

クグラス、被せガラスランプ等の製造・販売をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

○地域の医療、福祉等の専門家と連携し、女子受刑者特有の問題に着目した処遇が実

施されています。 

○地域の方の協力を得ながら、思春期の子がいる受刑者が子育てについて学ぶ「子育

て講座」や、高齢の受刑者が円滑に社会参加するためのコミュニケーションに関す

る講座等が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

洋裁工場 ちりめん細工 カップグラス 被せガラスランプ 

子育て支援講座 高齢受刑者専門的トレーニング 
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（７）山口少年鑑別所（所在地：山口市中央） 

山口少年鑑別所は、家庭裁判所等の求めに応じ鑑別対象者の心身の鑑別、在所者に

対する観護処遇のほか、地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行って

います。 

 

【施設の概要】 

設  置：昭和24（1949）年  「山口少年観護所」「山口少年鑑別所」発足 

     昭和25（1950）年  「山口少年保護鑑別所」へ改称 

     昭和27（1952）年  「山口少年鑑別所」へ改称 

     平成27（2015）年  「法務少年支援センター山口」を併置 

収容定員：29名 

 

【施設の特徴】 

○在所者に対し、健全な社会生活を営むために必要な知識及び能力を向上させること

ができるよう、在所者の自主性を尊重しつつ、学習・文化活動・その他の活動が行

われています。 

○非行・犯罪に関する問題や、思春期の子どもたちの行動理解等に関する知識やノウ

ハウを活用し、関係機関・団体との連携により、非行・犯罪の防止や青少年の健全

育成に関する活動支援が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成 30（2018）年 10 月に山口県警察との間で、少年の立ち直り支援に関する

協定が締結され、非行などの問題を起こした少年について、本人と保護者の同意を

得た上で、県警察からの情報の提供を受け、問題行動の分析と今後の対応策等を県

警察にフィードバックするなど、双方の連携による、再非行の防止や立ち直り支援

の取組が行われています。 

  

出前授業の風景 
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（８）岩国警察署 

岩国警察署は、岩国市と和木町を管轄し、犯罪の予防・取締りをはじめとした幅広

い警察活動に従事しています。 

また、山口県警察本部生活安全部少年課所属の東部少年サポートセンターの少年警

察補導員も在籍しており、同職員等と連携した少年非行防止・立ち直り活動等も推進

しています。 

 

【取組の内容】 

○少年サポートセンターと連携して家庭訪問を

行い、少年面接を通して再非行防止の指導を

実施しています。 

○少年サポートセンター及びハローワークと連

携して非行少年の就職、就労の定着を図って

います。 

○少年相談員と連携して、少年の居場所作り活

動を実施し、少年の立ち直りを支援しています。 

○山口少年鑑別所（法務少年支援センター）に非行少年の心理検査等を依頼するなど

適切な支援に向けて連携を図っています。 

○管内の各小学校、中学校、高等学校において、非行防止、薬物乱用防止、情報モラ

ルに関する各教室を開催しています。 

○岩国市教育委員会や市内各小学校、中学校、高等学校の生徒指導担当教諭等と定期

的に会議を開催するなど、非行少年の動静などについて情報共有を図っています。 

○岩国健康福祉センターが開催する岩国地区薬物乱用防止対策連絡会議に出席し、薬

物事犯の現状等について講話を行っています。 

○薬物事犯で検挙された者に対し、取調べやパンフレットの差入れ等を通じて再犯防

止を促しています。 

○暴力追放運動推進センター等と連携し、暴力団離脱者の受入れに賛同する企業につ

いて周知することを通じて、同企業の開拓・確保に努めています。 
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（９）山口保護観察所 

保護観察所は、非行や犯罪をし、家庭裁判所の決定により保護観察になった少年、

刑務所や少年院を仮釈放になった者、保護観察付の刑の執行猶予となった者に対して

保護観察を行う法務省の機関です。 

 

【保護観察】 

犯罪をした人又は非行のある少年が、社会の中で更生するように、保護観察官及び

保護司による指導と支援を行うものです。 

 

【保護観察の対象】 

○保護観察処分少年（非行により家庭裁判所から

保護観察処分を受けた少年） 

○少年院仮退院者（非行により家庭裁判所から少

年院送致の処分を受け、その少年院から仮退院

となった少年） 

○仮釈放者（懲役又は禁錮の刑に処せられ、仮釈

放を許された者） 

○保護観察付執行猶予者（裁判所の判決により、 

刑の執行猶予とあわせて保護観察付の言渡しを受けた者） 

 

【生活環境の調整】 

刑務所や少年院などの矯正施設に収容されている者の、釈放後の住居や就労先など

の帰住環境を整えることにより、円滑な社会復帰を目指すものです。 

 

【犯罪予防活動】 

犯罪をした者や非行のある少年の改善更生や社会復帰に対する地域社会の関心・理

解を深め、地域社会がこれらの者を排除することなく、再び犯罪や非行に至るのを防

ぎ、自立・改善更生を助ける運動です。全国規模で行われている啓発活動に、毎年７

月を強調月間として、“社会を明るくする運動”があります。 

 

【更生保護を支えている人々】 

保護司、更生保護女性会員、更生保護施設、BBS会員、協力雇用主などの多くの民

間ボランティアが更生保護の諸活動に携わっています。  

山口地方合同庁舎２号館外観 
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